
 

 

小田原市監査委員公表第 ６ 号 

 令和５年１１月２４日付け監査第２１６－１号の監査結果に基づき市長が講じた措置

について通知を受けたので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４

項の規定により、当該措置の内容を次のとおり公表する。 

 

  令和 ６ 年 ３ 月１４日 

 

小田原市監査委員 数 馬 勝 

小田原市監査委員 近 藤 正 道 

小田原市監査委員 鈴 木 敦 子 

 

番号 指 摘 等 の 内 容 措 置 状 況 

１  小田原市文化部スポーツ課所管に係

る補助金交付要綱において、同補助金

の算出方法は別に定めると規定し、各

事業費に対する補助金額の上限を定め

ているとのことだが、明文化したもの

がなかった。算出方法について明文化

し、適正な補助金額となっていること

を確かめられる仕組みが必要である。 

 補助金額の算出方法を添付のとおり

明文化した。 

 




